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今月号のあらまし 

 

Ⅰ ＴＰＰ交渉をめぐる情勢 

２月４日、ＴＰＰ参加各国はニュージーランドで協定に署名し、協定内容が

確定した。 

また、自民・公明両党はＴＰＰの国会承認案と関連法案を審議する特別委員

会を、３月中旬にも立ち上げる方針を確認した。承認案と関連法案の国会提出

は３月上旬の見通しであるが、特別委員会での審議開始は２８年度予算案成立

後の４月になる見込みである。 

また、ＴＰＰ関連対策については、今秋までの積み残し課題の具体化に向け、

輸出力強化ＷＧや、規制改革会議での検討等が行われることとなっている。 

 

Ⅱ 都市農業をめぐる情勢 

政府は、都市農業振興基本法に策定が定められている「都市農業振興基本計

画（案）」を公表した。計画案では、都市農地を再評価し、都市農業の担い手

や土地の確保、農業振興施策の本格展開を図るといった方向性とともに政府が

総合的かつ計画的に講ずべき施策を示した。 

計画案については、４月下旬の閣議決定を目指し、現在パブリックコメント

中であり、今後は各省庁での審議などが予定されている。 

 

Ⅲ 農協改革をめぐる情勢 

改正農協法の政省令が１月２９日に公布された。パブリックコメントによる

大きな変更はなかった。 

今後、改正農協法等を踏まえ、総合的な監督指針の改正も予定されており、

２月下旬には案が提出される見込みである。また、附則第５１条に基づく調査

については、２月下旬より、ＪＡ・担い手に対し、自己改革の実施状況に関す

る内容で行われる予定である。 
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Ⅰ ＴＰＰ交渉をめぐる情勢 

― ＴＰＰ参加１２カ国が署名 国会承認手続き本格化へ ― 

 
１．ＴＰＰ署名 
○ ２月４日、ＴＰＰ交渉参加１２カ国は、ニュージーランドのオークランドで協

定に署名した。本署名により、ＴＰＰ協定の条文は確定となった。日本からは、

企業からの金銭授受疑惑を受けて辞任を表明した甘利ＴＰＰ担当相に代わり、高

鳥内閣府副大臣が参加した。なお、後任のＴＰＰ担当相は自民党の石原伸晃氏が

務めることとなった。 
 
○ 各国は署名後、「ＴＰＰの全ての合意を公式なものにできることを光栄に思う」

とする共同声明（別紙１）を発表した。今後、参加各国は国内承認手続きを本格

化する見込みで、米国のフロマンＵＳＴＲ代表は「ＴＰＰは米国経済に大幅に利

益をもたらす。議会も承認してくれると確信している」と述べた。 
 
○ 署名式では、各国参加者により国内承認手続きをめぐる情勢が報告された。内

容は以下の通り。 

米 国 
審議開始は大統領選（１１月）以降との見方が強いが、承認

時期は不透明 

日 本 
国会審議は１６年度予算の成立が見込まれる４月以降に行

われるが、承認時期は不透明 
カナダ 「国内で幅広く議論する」との説明に留まる 
メキシコ 上院での承認や、必要な法整備を年内には終える見通し 

オーストラリア ２月第２週に承認案を提出、年内に承認される見通し 
ニュージーランド ２月第２週に承認案を提出する。承認時期は不透明 
マレーシア 議会承認済。今後数か月で法整備を行う 
シンガポール 議会承認は不要で、法整備を年内に行う 
ベトナム ２年以内には必要な手続きが完了する予定 
ブルネイ 議会承認は不要、法整備には「時間がかかる」と説明 
チリ 手続き完了の具体的時期は示さず 
ペルー 手続き完了の具体的時期は示さず 

 
○ 署名を受け、安倍総理は「ＴＰＰは、日本の国家百年の計だ。今後、しっかり

と日本の成長や国民の豊かさにつなげていきたい」、「農林水産業に対する対策も

しっかりと行っていく考えだ」と述べた。 
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○ なお、署名式に先立って交渉参加各国は、新たにＴＰＰに参加を希望する加盟

国の扱いを協議した。現在、韓国、タイ、台湾、フィリピン、インドネシアなど

が関心をもっているとされているが、加盟には交渉参加１２カ国との協議が必要

となっている。 
 
２．ＴＰＰ承認をめぐる国会の動向 

○ ２月４日、ＴＰＰ協定をめぐる国会審議が再開し、石原ＴＰＰ担当相が初とな

る答弁を行った。石原大臣は、農家の不安払拭に注力する意向や、署名後は速や

かに国会承認手続きに入る意向などを示した。ただし、７年後には関税の再協議

に応じなければならないとする規定について質されると、「７年間は米をすぐ開

放しろ、豚肉を全部入れろ、ということがないということだ」と、事実誤認とも

とれる答弁を行うなど、不安が残る結果となった。 
 
○ ８日の衆院予算委員会では、交渉過程を明らかにすべしとの声に対し、石原Ｔ

ＰＰ担当相は「交渉時のやり取りは明らかにしないと約束して交渉に臨んだ。相

手国のある話は話せないのが大原則だ」と説明し、承認案の審議においても情報

開示は行わない方針を示した。 
 
○ 自民・公明両党は２月１０日、ＴＰＰの承認案を審議する衆院特別委員会を設

置することで合意した。設置時期は３月中旬、委員長として西川元農林水産大臣

を起用する方向で調整中とされる。新マルキンの法制化等、１１本と言われてい

る関連法案も、同委員会にて一体で審議する予定となっている。 
 

３．ＴＰＰ関連対策具体化等に向けた情勢 

（１）政府の動向 

○ 政府は１月２２日、農林水産業・地域の活力創造本部（本部長＝安倍晋三首相）

を開き、今秋をめどに具体化するとして積み残し課題としたＴＰＰ関連対策１２

項目のうち、戦略的な輸出促進を検討する場として「農林水産業の輸出力強化ワ

ーキンググループ（ＷＧ）（座長：石原伸晃経済再生担当大臣）」の設置を決めた。 
 
○ ２月２日には、「農林水産業の輸出力強化ＷＧ」の初会合が開かれた。初会合

では検討課題として、①ＴＰＰ参加国等の具体的なニーズの把握、伸びそうな品

目の分析、②ニーズに応える国内生産のあり方、生産サイドへのアドバイス体制、

③流通・貿易会社と生産サイドの連携、④国内での輸出拠点構想、⑤検疫措置・

放射性物質規制への対応強化を提示した。ＷＧは２月から３月にかけて農林水産

や食品・流通関係者からヒアリングを行い、その後６月の中間とりまとめに向け
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て議論する。 
 
○ 一方、同１２項目のうち、生産者の所得向上につながる生産資材価格形成の仕組

みの見直し、生産者が有利な条件で安定取引を行うことができる流通・加工の業界

構造の確立については、産業競争力会議および規制改革会議で検討がなされること

となった。 
  また、その他９項目については、農林水産省を中心に検討されることとなった。 
 
◆ 総合的なＴＰＰ関連政策大綱における検討の継続項目 

１. 農政新時代に必要な人材力を強化するシステムの整備 
２. 生産者の所得向上につながる生産資材（飼料、機械、肥料など）価格形成の仕
組みの見直し 

３. 生産者が有利な条件で安定取引を行うことができる流通・加工の業界構造の確
立 

４. 真に必要な基盤整備を円滑に行うための土地改良制度の在り方の見直し 
５. 戦略的輸出体制の整備 
６. 原料原産地表示 
７. チェックオフ制度の導入 
８. 従前から行っている収入保険制度の導入に向けた検討の継続 
９. 農家が安心して飼料用米に取り組めるよう、食料・農業・農村基本計画に明記
された生産努力目標の確実な達成に向け、生産性を向上させながら、飼料用米

を推進するための取組方策 
１０. 配合飼料価格安定制度の安定運営のための施策 
１１. 肉用牛・酪農の生産基盤の強化策の更なる検討 
１２. 農村地域における農業者の就業構造改善の仕組み 

 
○ 政府各会議体における検討については、６月中に中間とりまとめが行われ、活力

創造本部において了承される。そして、今秋を目途に、より具体化され、最終的に

は「農林水産業・地域の活力創造プラン（改訂）」に盛込まれて、決定される。 
 
○ 産業競争力会議および規制改革会議については、先般の農協改革を主導したメン

バーがおおむね留任しており、今後、両会議の動向に注視する必要がある。 
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○ 一方、消費者庁と農水省は１月２９日、加工食品の原料原産地表示の拡大を議論

する検討会の初会合を開いた。食品の生産、流通、消費に関わる団体の代表者らが

委員として出席し、生産者側からは、国産原料を使った食品を選びたい消費者の要

望に応えられるよう、表示対象の加工食品を増やすべきとの声が相次いだ。検討会

は今後、月１回ほどの頻度で開かれ、今秋までに中間報告として、表示対象の具体

的な拡大の方向性をまとめるとしている。 
 
（２）自民党の動向 

○ 自民党は１８日、ＴＰＰの中長期的な農業対策の決定に向け、農林水産業骨太方

針策定プロジェクトチーム（ＰＴ、委員長＝小泉進次郎農林部会長）の初会合を開

き、検討を開始した。 
  
○ 小泉氏は会合で、①農業は衰退産業ではなく成長産業、②消費者・生活者の起点

で考える、③今までの延長線上に日本農業の未来はない・・・の三つの考え方を重

視して議論を進めると説明した。また、西川公也農林水産戦略調査会長は「秋口ま
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でにまとめ、次年度の予算に反映させる」と語った。 
 
○ 同ＰＴは、ＴＰＰ関連対策１２項目のうち６項目を受けて、Ａ・Ｂ・Ｃの３班に

分かれ検討を進めている。３月中にも論点整理を行い、その内容は夏の参院選公約

に一部反映される見込みである。なお、同ＰＴの開催状況は以下のとおりである。

各ＰＴでの議論の概要、出された意見は別紙２の通り。 
＜１月１８日＞ （Ａ）生産資材、流通・加工に関するヒアリング① 
＜１月２１日＞ （Ｃ）農林水産物の輸出促進にかかる農水省の説明等 
＜１月２２日＞ （Ａ）生産資材、流通・加工に関するヒアリング② 
＜１月２５日＞ （Ｂ）人材力の強化にかかる農水省の説明等 
＜１月２８日＞ （Ｃ）農林水産物の輸出促進に関するヒアリング① 
＜１月２９日＞ （Ａ）生産資材、流通・加工に関するヒアリング③ 
＜２月 １日＞ （Ｂ）人材力の強化に関するヒアリング 
＜２月 ４日＞ （Ｃ）農林水産物の輸出促進に関するヒアリング② 
＜２月 ５日＞ （Ａ）生産資材、流通・加工に関するヒアリング④ 
＜２月１０日＞ （Ｂ）人材力の強化に関するヒアリング② 
        （Ｃ）農林水産物の輸出促進に関するヒアリング③ 

 
○ 小泉農林部会長が担当を務めるＡチームが最も頻繁に会議を開催しており、生産

者および団体へのヒアリングを行っている。今後の日程ならびに具体的な検討の方

向性は示されていないが、ＪＡグループには２月半ば頃にヒアリングが行われると

想定される。 
 
○ ＴＰＰ関連対策のその他６項目については、農業者の就業構造改善の仕組みや収

入保険制度等は、農業基本政策検討ＰＴ（座長：宮腰光寛衆議院議員）で、配合飼

料価格安定制度の安定運営や、肉用牛・酪農の生産基盤強化策等は、畜産・酪農対

策小委員会（委員長：坂本哲志衆議院議員）で検討されることとなっている。 
 
○ 農林水産業骨太方針策定ＰＴ、農業基本政策検討ＰＴ、畜産・酪農対策小委員会

は、それぞれ異なる日程で動いているが、いずれも最終的には、政府の会議体と同

様に、今秋に具体策を決定するとしており、その前段にある例年６月の政府の骨太

方針、成長戦略、規制改革実施計画等において、政府・与党で検討方向の一定の調

整が行われると想定される。 
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（３）ＪＡグループの取り組み 

○ 政府はＴＰＰ関連対策の具体化に対しては、与党における農林水産業骨太方針策

定ＰＴを中心に議論をすすめるとしているが、生産現場では、政府の影響試算への

疑問や、国内対策の実効性への不安があり、将来展望への悲観的な見方が広がって

いる。ＪＡグループにおいては現場の声を受け止め、積極的に政策提案を行うとと

もに、農家所得の向上と地域農業の持続的発展を掲げるＪＡ県大会決議の着実な実

践に取り組む。 
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今後のスケジュール（想定） 

 政府・国会等 自民党 

2月 ４日 ＴＰＰ署名 
上旬 税制改正法案提出 
 

  
 

（１月中旬～） 
農林水産業骨太方針策定ＰＴの検討 

 
時期未定～ 
農業基本政策検討ＰＴ、 
畜産・酪農対策小委員会の検討 

3月  
 
下旬 予算・税制法案成立 

 

  中旬 ＴＰＰ特別委設置 
 
下旬 論点整理 

4月   TPP協定案・関連法案審議 
 上旬 参院選公約発表 

5月 
26,27日 伊勢志摩サミット 

（夏頃） 
TPP関連検討 12項目等の考え方を 
政府方針に反映 

6月 1日 会期末 
 
 

7月 参議院選挙 

8月 
下旬 29年度農業関係予算概算要求 

秋 ＴＰＰ関連対策の具体化 
「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改訂 

年末 
平成 29年度農業関係予算案の決定 

 

産業競争力会議 
規制改革会議    検討開始 
輸出力強化ＷＧ 

上中旬 「骨太方針」･「成長戦略」 

･「規制改革実施計画」の決定 
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別紙１ 
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ＰＴでの意見、議論の概要 

 

1/18 （Ａ）生産資材、流通・加工に関するヒアリング① 

û 法人経営の担い手農家６人から、生産資材や流通・加工について意見を聴取。

トラクターやコンバインなどの農機具、肥料や農薬の価格が高いとの意見が

続出。「圧力がかかっている」など、ＪＡグループへの批判の声。 
û 小泉委員長「課題をしっかり調査し、現場の声に応えられるようにしたい」

「団体側も含めて、多様な方々の意見を（ＰＴで）聞く。反論していただけ

ればいい」 
 
1/21 （Ｃ）農林水産物の輸出促進にかかる農水省の説明等 

û 輸出を農家の手取り向上につなげるため、流通や価格など輸出の構造的な課

題を洗い出す必要性を確認。 
û 武部新氏「輸出ではもうからないという生産者の発想を変えないといけない。

どこに問題があるか現状を把握する必要がある」 
û 野村哲郎氏「産地と輸出先の価格を調べ、どこが利益を得ているか調べるべ

きだ」 
û 小泉委員長「輸出に意欲がある人たちが必要だと思うことを行政がどう後押

しできるのか」「全農が持っている力を最大限発揮した場合、最強の食の商

社になる。持てる力をもっと生かしてもらいたい」 
 
1/22 （Ａ）生産資材、流通・加工に関するヒアリング② 

û 法人経営の農業者から「生産資材価格」や「流通・加工」について聴取。配

合飼料価格が高いと指摘されたＪＡが翌月から安い価格の配合飼料を供給

した事例や消防法により牛舎に過度の防災施設が必要とされている実態が

報告された。このほか、①海外に比べて農薬価格が高い、②市場流通の場合

は大手小売店が値段を決めてしまっている、③ＪＡ内での異動が多く専門知

識が身に付かない、などの意見。 
û 小泉委員長「（ＰＴでＪＡへの要望が多くあがるのは）それだけ影響力が大

きく、存在価値があるからだ」「（こうした提起で）切磋琢磨が生まれる」「私

たち政治がやるべきことは、1個 1個の商品（の価格）を下げるのではなく、
（そのための）構造だ。よどみやパイプの詰りがあれば取り除く」 

 
1/25 （Ｂ）人材力の強化にかかる農水省の説明等 

û 農水省から担い手農家や新規就農者の現状、青年就農給付金や農の雇用事業

などの施策についての説明。 
û 議員からは、農業大学校と農業高校の連携をはじめ、農水省と文科省が協力

別紙２ 
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して教育水準を高める必要性や、普及指導員やＪＡ職員といった指導的立場

にある人材、農家と消費者を結ぶコーディネーターらも併せて育成すべきだ

との声。 
û 小泉委員長「（農政が）変わらなければいけないというのを再認識した会議

だった。（農業で）稼げない状況を変えていかない限り、若い人が入ってく

る業界にはできない」 
 
1/28 （Ｃ）農林水産物の輸出促進に関するヒアリング① 

û 農産物の輸出を実践する生産者やＪＡなどの意見を聴取。輸出先の国で和牛

を模した牛肉が出回り、現地の消費者が混乱していることなどから国として

の認定制度などを求める声や、国内流通量の調整弁として輸出を活用して収

入増につなげている現状などを報告。 
û 小泉委員長「（各品目で）オールジャパンの体制をどうつくれるかが大切だ」 
 
1/29 （Ａ）生産資材、流通・加工に関するヒアリング③ 

û 生産資材や農産物の流通、販売を手掛ける企業からの意見を聴取。 
û 「㈱コメリ」：物流拠点の整備や店舗の形態、扱う生産資材の統一化などで

「資材の販売まで無駄なコストを 1 円も発生させない仕組みが農家に支持
されている。」 

û 「㈱農業総合研究所」：契約農家の産品をスーパーに直送、鮮度を強みに販

売する事業を紹介。「農協が悪いとは一言も言っていない。重要なことは選

択肢を作ることだ」 
û 小泉委員長「農協は農協の役割をしっかり果たすことで民間とより良い関係

を築くことができ、互いに切磋琢磨し、農業の成長産業化へつなげていくと

いう機運を共有できた」 
 
2/1 （Ｂ）人材力の強化に関するヒアリング 

û 農業の人材育成をめぐり、生産現場の意見を聴取。農業以外の職業を経て就

農した若手農家からは、就農前に経営学や会計、マーケティングなど営農技

術以外についても学ぶ重要性を指摘する意見。 
 
2/4 （Ｃ）農林水産物の輸出促進に関するヒアリング② 

û 輸出事業者から取り組み状況や課題を聴取。輸出先国の卸に支払う手数料な

どの物流コストがかさみ、店頭価格が高値になってしまうことが販売面の課

題だと指摘。 
û 小泉委員長「（事業者が輸出を伸ばせる環境整備が必要だとし）それが農業

者にとっての収益のアップにつながる」 
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2/5 （Ａ）生産資材、流通・加工に関するヒアリング④ 

û カゴメ、ニチレイ等の加工を手掛ける企業から意見聴取 
û 国の補助金で加工施設を整備したが、地場産原料を使用すべしとの要件が制

約となって稼働率が上がらない等、国産原料の安定調達に向けた国の支援を

求める声が相次ぐ。 
û 小泉委員長「補助金を使ったから今の農業があるんだという国民の理解を得

られなかったら、農業は成長産業にならない」 
 

2/10 （Ｂ）人材力の強化に関するヒアリング② 

û 農業教育に携わる事業者や、学校教員から意見聴取 
û 陳述者から、人を育てる人材づくりの大切さ、生産者としての能力に加えて

経営力を高める教育が重要との意見。 
û 青年給付金について、就農の支えになっているとする意見がある一方、一部

からは「甘え」が生じる可能性も指摘。 
û 小泉委員長「突出したリーダーをつくるということは私も共感する。国がや

るべき人材力強化の仕組みはどんなものが正しいのか、意見交換しながら議

論していきたい」 
 
2/10 （Ｃ）農林水産物の輸出促進に関するヒアリング③ 

û 輸出等関連団体・イオンリテールよりヒアリング 
û 検疫基準を満たすため、産地の事前指定や輸出先の検査官のチェックを受け

る必要があり、産地の負担が大きいとの意見。 
û 小泉委員長「日本はまだ輸出の途上国。世界を取りに行くという気持ちをも

ちながら、輸出を後押しできるような国の施策を詰めていきたい」 
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Ⅱ 都市農業をめぐる情勢 

― 都市農業振興基本計画（案）を公表 ― 

 
○ 農水省と国土交通省は都市農業振興基本計画（案）を公表した（概要は別紙の

通り）。１月３０日からは、計画（案）についてパブリックコメントが開始され

ており、意見の受付期間は２月２８日までとなっている。政府はパブリックコメ

ント後、国交省の「新たな時代の都市マネジメント小委員会」での審議、農水省

の「農業農村振興整備部会」の審議などを経て、４月下旬の閣議決定を目指すと

している。 
 
○ 計画案では、都市農地を再評価し、都市農業の担い手や土地の確保、農業振興

施策の本格展開を図るといった方向性とともに政府が総合的かつ計画的に講ず

べき施策を示した。また、貸借される生産緑地の相続税納税猶予の在り方など、

税負担の軽減策の検討を進めることも盛り込まれた。今後講じるべき施策として

記載された内容は以下の通り。 

農産物の供給機能の向上、担い手の育成・確保 

・福祉、教育関連企業の関与の推進 
・都市住民と共生する農業経営（農薬飛散防止対策など）への支援 
防災、景観形成、国土・環境保全等の機能の発揮 

・防災協力農地の普及 
・屋敷林等で緑地保全制度の活用促進 
的確な土地利用に関する計画の策定等 

・保全すべき農地の市街化調整区域への編入の検討 
・生産緑地の指定対象とならない５００㎡未満の農地への対応 
税制上の措置（課税の公平性の観点等も踏まえて以下を検討） 

・市街化区域内農地（生産緑地を除く）の保有に係る税負担のあり方 
・貸借される生産緑地等に係る相続税納税猶予のあり方 
地元での農産物消費の促進 

・直売所販売の効率的な流通体制の構築促進 
・学校給食での地場農産物の利用へ、農家と関係者の連携強化 
農作業体験のための環境整備等 

・市民農園等の推進に知見を持つ専門家の派遣 
・農業の学習拠点としての都市応援の位置づけを検討 
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学校教育での農作業体験の機会の充実等 

・都市農業者等の学校への派遣拡大 
国民の理解、関心の増進 

・食と農に関する展示イベントの検討 
 
○ 都市農業振興における最大の課題である税負担の軽減について、計画案では、

一定期間の農業経営の継続と農地としての管理・保全が担保されることが明確な

ものに限り、その保有にかかる税負担のあり方を検討することや生産緑地を貸借

する場合の相続税の納税猶予のあり方を検討するとしている。これらは２８年度

税制改正大綱での検討項目にも盛り込まれている。 
 
○ このため、農水省と国交省は、税制改正後を見据え、運用の根拠法をつくる方

針を明らかにしている。法律では、市町村が都市農業の振興計画を作成し、対象

となる区域を指定し、その区域内の農家や農地の借り手が営農計画を作り、市町

村から認定を受ける（認定後は一定期間の営農継続義務が課される）ことを要件

に税負担を軽減するというもので、現在検討中とされる。本法律については、２

９年の通常国会への提出を目指すとしている。 
 
○ なお、地方版の基本計画の作成については、都市農業振興基本法において努力

義務となっており、対応は各自治体に一任されている。各自治体は国の基本計画

の策定完了を待つとの見方が強いが、ＪＡグループは、国の基本計画が閣議決定

されるタイミングに留意しながら、市町村や都道府県、地方議会に対し、地方版

の計画策定を積極的に働き掛けていく。 
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Ⅲ 農協改革をめぐる情勢 

― 改正農協法の政省令を公布 ― 

 
○ 農水省は１月１６日、改正農協法の政省令案のパブリックコメントを締め切っ

た。提出意見および意見考慮結果は別紙の通りで、理事構成に関する質問が太宗

を占めている。なお、政省令は２９日に公布されたが、内容的に大きな変更はな

い。 
 
○ 「総合的な監督指針」の改正については、改正農協法等を踏まえ、現在農水省

とＪＡ全国中央会が協議を行っている。協議終了次第パブリックコメントが開始

される予定で、時期は２月の下旬とされている。改正の主な論点は次の通り。 
 
ア．事業目的規定の改正を踏まえた修正 
イ．准組合員制度の運用の修正等 
ウ．役員体制に関する修正・追加等（新たな理事構成要件に関する例外措置の  

手続きの追加など） 
エ．人事ローテーションの緩和 
オ．ディスクロ誌のＨＰへの掲載の促進 
カ．営農・経営支援の整備に関する修正 
キ．販売・購買事業の取り組みに関する修正 
ク．共同利用施設の有効活用に関する事項の追加 
ケ．附則第５１条に基づく自己改革に関する事項の追加 
コ．規定削除に伴う地区重複農協の設立認可に関する事項の修正 

 サ．非常勤理事数増加の緩和 
 シ．新設された組織の再編・変更規定に関する事項の追加 
 ス．女性役員登用の促進に関する修正 
 セ．規定削除に伴う競業避止義務に関する記載内容の修正 
 ソ．中央会に関する事項の修正・削除（定款認可や合併関係を含む） 
 
○ 改正農協法の附則第５１条に基づき、農水省は自己改革の実施状況や准組合員

の調査を行うこととしている。准組合員の調査内容は未定とされているが、自己

改革の実施状況の調査については、２月中下旬より、ＪＡ向け・担い手向けに実

施するとしている。回答方法等の詳細については、実施に先立って示される見込

みである。 
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